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移動タンク貯蔵所本体に表示すべき使用者名等の適正化に係る 

取組について（依頼） 

 

日頃より危険物の事故防止について、御尽力いただき厚く御礼申し上げます。 

移動タンク貯蔵所は道路運送法第２条第６項の自動車に該当し、同法第 95条

の規定に基づき当該自動車（軽自動車たる自家用自動車等は除く。）の外側に、

使用者の氏名、名称又は記号（以下「使用者名等」という。）を見やすいように

表示することとされています。 

移動タンク貯蔵所本体に使用者名等を適正に表示することは、危険物の事故

防止の観点からも有効であることから、各消防機関におかれては、通常の立入

検査等の機会に使用者名等が適正に表示されていない移動タンク貯蔵所を確認

した場合は、下記の点に留意し、管轄の地方運輸支局等と連携した対応を図ら

れますようお願いします。 

なお、移動タンク貯蔵所本体への使用者名等の表示については、国土交通省

からは全日本トラック協会、経済産業省からは石油連盟及び全国石油商業組合

に対して、その徹底について要請されていることを申し添えます。 

各都道府県にあっては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部

事務組合等を含む。）に対して、この旨周知をお願いします。 

 

記 

 

１ 道路運送法第 95条の対象となる移動タンク貯蔵所 

移動タンク貯蔵所については、軽自動車たる自家用自動車等を除き道路運

送法第 95 条の対象となり、同法第 95 条の使用者名等の表示の義務が課せら

れています。 

 

 

殿 



 
道路運送法（昭和 26 年６月１日法律第 183号） 
（自動車に関する表示）  
第 95条 自動車（軽自動車たる自家用自動車、乗車定員十人以下の乗用の自家

用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるもの※

１を除く。）を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は

記号その他の国土交通省令で定める事項※２を見やすいように表示しなけれ

ばならない。 
※１ 国土交通省令で定めるものとは、警察用及び監獄用の自動車である。 

（道路運送法施行規則第 64 条） 

※２ 国土交通省令で定める事項とは、特定の用途に用いられる自動車に表示が義

務づけられているものであり、本件の確認対象外。 

（道路運送法施行規則第 65 条） 

 
 

なお、同法第 95 条の対象となる移動タンク貯蔵所は、下表の太線枠内に示

す自動車登録番号標又は車両番号標（いずれも一般的にナンバープレートと言

われるもの）が取り付けられたものであり、黄地に黒文字の車両番号標が取り

付けられた移動タンク貯蔵所は、軽自動車たる自家用自動車に該当するため、

同法第 95条の対象とはなりません。 

 
表．自動車登録番号標及び車両番号標（ナンバープレート）の例 
 普通・小型・大型特殊の 

自動車登録番号標 

軽自動車の 

車両番号標 

事業用 

緑地に白文字 

 

 

＜道路運送法第 95条の対象＞ 

黒地に黄文字 

 

 

＜道路運送法第 95条の対象＞ 

自家用 

白地に緑文字 

 

 

＜道路運送法第 95条の対象＞ 

黄地に黒文字 

 

 

＜道路運送法第 95条の対象外＞ 

注）これ以外に乗車定員 10人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動

車、警察用の自動車及び監獄用の自動車に該当するような特殊な移動タンク貯蔵所

は道路運送法第 95条の対象ではない。 

 
 

１２－３４ 

１２－３４ 

１２－３４ 

１２－３４ 



２ 使用者名等が適正に表示されていない移動タンク貯蔵所を確認した場合の

対応 
移動タンク貯蔵所の常置場所や給油取扱所等における立入検査等の機会に、

１に示す道路運送法第 95条の対象となる移動タンク貯蔵所で、別紙１に示す

同法第 95条に定められる使用者名等の表示がなされていない移動タンク貯蔵

所を認めた場合は、別紙２に示す管轄の地方運輸支局等に別記様式を用いて

通知してください。 

 
３ その他 

指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクが固定された自動車

（軽自動車たる自家用車等を除く。）についても道路運送法第 95 条の対象と

なることから、同様に２に示す対応を図られますようお願いします。 
 
 
 
 （問い合わせ先） 

消防庁危険物保安室 
担当：中嶋、各務、森 
TEL 03-5253-7524 
FAX 03-5253-7534 
 



車体表示 

車体表示の位置及びその方法（例） 

 
 
 
 

１． 表示箇所は、両側面（荷台、キャビン等）が望ましいこと。 

２． ペンキ等により表示すること。   

  別 紙 １ 

○○運送（株） ○
○
運
送
（株
） 

○
○
運
送
（株
） 

○○運送（株） 

車体表示位置の例 

     移動タンク貯蔵所については、軽自動車たる自家用自動車等を除き道
路運送法第95条の対象となり、その自動車の外側に、使用者名等を見や
すいように表示しなければならないことが定められています。 
   なお、同法第95条の使用者の氏名、名称又は記号は、元売会社ではな
く自動車の使用者のものとなりますので、ご注意ください。 

３． 表示する文字の色、場所、大きさに注意を払い、見やすいよう
に表示すること。   

※ 荷台・キャビン両方に表示されている必要はありません。 
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地方運輸支局等 郵便番号 所在地 電話（代表）

北海道運輸局
　　　札幌運輸支局 ０６５－００２８ 札幌市東区北２８条東１ ０１１－７３１－７１６６
　　　函館運輸支局 ０４１－０８２４ 函館市西桔梗町５５５－２４ ０１３８－４９－８８６２
　　　旭川運輸支局 ０７０－０９０２ 旭川市春光町１０－１ ０１６６－５１－５２７１
　　　室蘭運輸支局 ０５０－００８１ 室蘭市日の出町３－４－９ ０１４３－４４－３０１１
　　　釧路運輸支局 ０８４－０９０６ 釧路市鳥取大通６－２－１３ ０１５４－５１－２５２２
　　　帯広運輸支局 ０８０－２４５９ 帯広市西１９条北１－８－４ ０１５５－３３－３２８６
　　　北見運輸支局 ０９０－０８３６ 北見市東三輪３－２３－２ ０１５７－２４－７６３１
東北運輸局
　　　青森運輸支局 ０３０－０８４３ 青森市大字浜田字豊田１３９－１３ ０１７－７３９－１５０１
　　　岩手運輸支局 ０２０－０８９１ 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２－８－５ ０１９－６３８－２１５４
　　　宮城運輸支局 ９８３－８５４０ 仙台市宮城野区扇町３－３－１５ ０２２－２３５－２５１７
　　　秋田運輸支局 ０１０－０８１６ 秋田市泉字登木７４－３ ０１８－８６３－５８１１
　　　山形運輸支局 ９９０－２１６１ 山形市大字漆山字行段１４２２－１ ０２３－６８６－４７１１
　　　福島運輸支局 ９６０－８１６５ 福島市吉倉字吉田５４ ０２４－５４６－０３４５
関東運輸局
　　　茨城運輸支局 ３１０－０８４４ 水戸市住吉町３５３ ０２９－２４７－５３４８
　　　栃木運輸支局 ３２１－０１６９ 宇都宮市卸町２－１－３ ０２８－６５８－７０１１
　　　群馬運輸支局 ３７１－０００７ 前橋市上泉町３９９－１ ０２７－２６３－４４４０
　　　千葉運輸支局 ２６１－０００２ 千葉市美浜区新港１９８ ０４３－２４２－７３３６
　　　埼玉運輸支局 ３３１－００７７ さいたま市西区大字中釘２１５４－２ ０４８－６２４－１８３５
　　　東京運輸支局 １４０－００１１ 品川区東大井１－１２－１７ ０３－３４５８－９２３１
　　　神奈川運輸支局 ２２４－００５３ 横浜市都筑区池辺町３５４０ ０４５－９３９－６８００
　　　山梨運輸支局 ４０６－００３４ 笛吹市石和町唐柏１０００－９ ０５５－２６１－０８８０
北陸信越運輸局
　　　新潟運輸支局 ９５０－０９６１ 新潟市中央区東出来島１４－２６ ０２５－２８５－３１２３
　　　長野運輸支局 ３８１－８５０３ 長野市西和田１－３５－４ ０２６－２４３－４３８４
　　　富山運輸支局 ９３０－０９９２ 富山市新庄町馬場８２ ０７６－４２３－０８９４
　　　石川運輸支局 ９２１－８０１１ 金沢市入江３－１５３ ０７６－２９１－７８５４
中部運輸局
　　　愛知運輸支局 ４５４－８５５８ 名古屋市中川区北江町１－１－２ ０５２－３５１－５３１１
　　　静岡運輸支局 ４２２－８００４ 静岡市駿河区国吉田２－４－２５ ０５４－２６１－２９３９
　　　岐阜運輸支局 ５０１－６１３３ 岐阜市日置江２６４８－１ ０５８－２７９－３７１６
　　　三重運輸支局 ５１４－０３０３ 津市雲出長常町字六ノ割１１９０－９ ０５９－２３４－８４１１
　　　福井運輸支局 ９１８－８０２３ 福井市西谷１－１４０２ ０７７６－３４－１６０１
近畿運輸局
　　　大阪運輸支局 ５７２－０８４６ 寝屋川市高宮栄町１２－１ ０７２－８２１－９１７６
　　　京都運輸支局 ６１２－８４１８ 京都市伏見区竹田向代町３７ ０７５－６８１－１４２７
　　　奈良運輸支局 ６３９－１０３７ 奈良県大和郡山市額田部北町９８１－２ ０７４３－５９－２１５１
　　　滋賀運輸支局 ５２４－０１０４ 守山市木浜町２２９８－５ ０７７－５８５－７２５３
　　　和歌山運輸支局 ６４０－８４０４ 和歌山市湊１１０６－４ ０７３－４２２－２１３０
　　　神戸運輸監理部兵庫陸運部 ６５８－００２４ 神戸市東灘区魚崎浜町３４－２ ０７８－４５３－１１０６
中国運輸局
　　　広島運輸支局 ７３３－００３６ 広島市西区観音新町４－１３－１３－２ ０８２－２３３－９１６６
　　　鳥取運輸支局 ６８０－０００６ 鳥取市丸山町２２４ ０８５７－２２－４１５４
　　　島根運輸支局 ６９０－００２４ 松江市馬潟町４３－３ ０８５２－３８－８１１１
　　　岡山運輸支局 ７０３－８２４５ 岡山市中区藤原２４－１ ０８６－２７３－２２９６
　　　山口運輸支局 ７５３－０８１２ 山口市宝町１－８ ０８３－９２２－５３３５
四国運輸局
　　　徳島運輸支局 ７７１－１１５６ 徳島市応神町応神産業団地１－１ ０８８－６４１－４８１１
　　　香川運輸支局 ７６１－８０２３ 高松市鬼無町字佐藤２０－１ ０８７－８８２－１３５７
　　　愛媛運輸支局 ７９１－１１１３ 松山市森松町１０７０ ０８９－９５６－９９５７
　　　高知運輸支局 ７８１－５１０３ 高知市大津乙１８７９－１ ０８８－８６６－７３１１
九州運輸局
　　　福岡運輸支局 ８１３－８５７７ 福岡市東区千早３－１０－４０ ０９２－６７３－１１９０
　　　佐賀運輸支局 ８４９－０９２８ 佐賀市若楠２－７－８ ０９５２－３０－７２７１
　　　長崎運輸支局 ８５１－０１０３ 長崎市中里町１３６８ ０９５－８３９－４７４７
　　　熊本運輸支局 ８６２－０９０１ 熊本市東区東町４－１４－３５ ０９６－３６９－３１８８
　　　大分運輸支局 ８７０－０９０６ 大分市大州浜１－１－４５ ０９７－５５８－２２３５
　　　宮崎運輸支局 ８８０－０９２５ 宮崎市本郷北方字鵜戸尾２７３５－３ ０９８５－５１－３８２４
　　　鹿児島運輸支局 ８９１－０１３１ 鹿児島市谷山港２－４－１ ０９９－２６１－９１９２
沖縄総合事務局 ９０１－２１３４ 那覇市おもろまち２－１－１ ０９８－８６６－００３１

地方運輸支局等一覧

別 紙 ２ 



別記様式

平成　　年　　月　　日

殿

通 報 機 関 名

担 当 者 名

連 絡 先

1． 日 時

場 所

確 認 し た 者

2． 事 業 者 名
（自家用の場合は使用者名）

事 業 者 住 所
（自家用の場合は使用者住所）

連 絡 先 （tel） （担当者）

3．
自動車登録番号
又 は 車 両 番 号
（ ナ ン バ ー プ レ ー ト ）

車名（通称名）

4．

（記載要領）

　※１．やむを得ず写真撮影が困難な場合は、その理由を別紙に記載すること。

　※２．写真は３方向（両側面＋後側）～４方向（両側面＋後側＋前側）から撮影するのが望ましい。

　※３．記入欄が不足の場合は、別紙に記載し添付すること。

車体表示の無いタンクローリーについて（通知）

　　今般、消防法第16条の５に基づく立入検査の際に、道路運送法第95条に定める車体表

　示が無いタンクローリーを確認したので、関係書類を添えて通知します。

○○運輸局

○ ○ 運 輸 支 局

別添のとおり
表示が無いこと
が分かる写真
※１　※２
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